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個人市県民税未申告者の

実態調査にご協力を

目
の
愛
護
デ
ー

１０
月
１０
日
は

実
績
報
告
を
作
成

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

就
職
面
接
相
談
会

阪
神
地
域
中
高
年
齢
者

１０
月
３０
日
総
合
防
災
訓
練

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

高
齢
者
医
療
制
度
が
、
老
人

保
健
法
の
改
正
に
よ
り
１０
月
１

日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た
。
今
回

は
、
本
紙
９
月
１０
日
号
で
掲
載

で
き
な
か
っ
た
詳
細
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
問
合
せ
は
医
療
助

成
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

１
９
２
）
へ
。

老
人
保
健
法
医
療
の
一
部

負
担
金
負
担
区
分
に
つ
い
て

老
人
保
健
法
医
療
の
対
象
者

は
、
昭
和
７
年
９
月
３０
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
、
白
い
受
給
者
証

を
持
っ
て
い
る
人
で
、
所
得
に

よ
り
次
の
区
分
に
分
か
れ
ま
す
。

�
一
定
以
上
所
得
者
区
分（
負

担
割
合
２
割
）
…
受
給
者
の
世

帯
に
前
年（
１
月
〜
７
月
は
前
々

年
）
の
課
税
所
得
が
１
２
４
万

円
以
上
の
高
齢
者
（
老
人
保
健

法
医
療
受
給
者
及
び
７０
歳
以
上

の
人
）が
い
る
場
合
。
た
だ
し
、

同
一
世
帯
に
属
す
る
高
齢
者
の

前
年
収
入
の
合
計
額
が
６
３
７

万
円
（
１
人
の
場
合
４
５
０
万

円
）
未
満
で
あ
れ
ば
１
割
に
な

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
収
入
を

証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
申
請

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

�
低
所
得
区
分
（
負
担
割
合

１
割
）
…
低
所
得
区
分
の
適
用

を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
市
民
税

非
課
税
世
帯
に
属
す
る
人
で
す
。

外
来
で
月
８
０
０
０
円
を
超
え

て
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
た
と

き
は
そ
の
翌
月
、
入
院
す
る
と

き
は
そ
の
前
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
（
現
在
、
限
度
額
適
用
認

定
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
申
請

不
要
で
す
）

�
負
担
区
分
が
、
世
帯
の
所

得
や
収
入
、
課
税
状
況
に
応
じ

て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
、
受
給
者
だ
け
で
な
く
、

同
一
世
帯
の
人
が
転
入
・
転
出

・
転
居
等
を
し
た
場
合
に
も
、

負
担
区
分
を
再
判
定
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
現
在
老

人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を
持

っ
て
い
る
人
の
う
ち
、
世
帯
に

平
成
１４
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
し
た
高
齢
者
が
い
る
場
合
、

前
住
所
地
に
所
得
照
会
を
行
い
、

再
判
定
を
行
い
ま
す
。
再
判
定

の
結
果
、
負
担
区
分
が
変
わ
る

場
合
は
新
し
い
受
給
者
証
を
送

付
し
ま
す

老
人
医
療
費
助
成

制
度
の
変
更

市
が
実
施
し
て
い
る
老
人
医

療
費
助
成
制
度
（
対
象
は
６５
歳

以
上
７０
歳
未
満
で
、
薄
い
水
色

の
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人
）

の
一
部
負
担
金
は
、
改
正
後
の

老
人
保
健
法
医
療
と
同
様
、
受

給
者
の
世
帯
の
所
得
状
況
等
に

応
じ
て
外
来
や
入
院
の
限
度
額

が
変
更
に
な
る
と
と
も
に
、
世

帯
限
度
額
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
一
部
負
担
金
の
負
担

割
合
は
、
１０
月
１
日
か
ら
全
受

給
者
が
１
割
に
な
り
ま
し
た
が
、

一
定
以
上
所
得
者
区
分
と
な
る

人
は
、
平
成
１５
年
１
月
１
日
か

ら
２
割
に
な
り
ま
す
。

新
し
い
老
人
医
療
費
助
成
制

度
の
受
給
者
証
は
、
１２
月
末
に

送
付
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
現

在
持
っ
て
い
る
受
給
者
証
を
使

っ
て
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
で
上
表
の
限
度
額

を
超
え
て
支
払
っ
た
場
合
、
超

え
た
額
が
高
額
医
療
費
と
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
。
請
求
時
に
医

療
機
関
か
ら
の
領
収
書
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

９
月
３０
日
で
任
期
満
了
と
な

っ
た
鎌
田
安
知
助
役
の
後
任
に

藤
田
忠
穂
教
育
次
長
、
米
田
暢

爾
収
入
役
の
後
任
に
進
木
伸
次

郎
財
務
局
長
の
就
任
が
９
月
定

例
市
議
会
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
任
期
満
了
と
な
っ
た

平
瀬
和
彦
水
道
事
業
管
理
者
は

再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
い
ず
れ
も
１０
月
１
日

か
ら
４
年
間
で
す
。

１０
月
１
日
付
け

市
は
、
１０
月
１
日
付
け
で
総

数
１
５
３
人
の
人
事
異
動
を
行

い
ま
し
た
。
局
長
級
の
人
事
異

動
は
次
の
と
お
り
で
す
。
カ
ッ

コ
内
は
旧
職
。

【
市
長
事
務
部
局
】
総
合
企

画
局
長
（
総
合
企
画
局
長
兼
総

合
企
画
局
理
事
財
団
法
人
西
宮

市
文
化
振
興
財
団
派
遣
）
阿
部

俊
彦
▽
総
合
企
画
局
理
事
財
団

法
人
西
宮
市
文
化
振
興
財
団
派

遣
（
水
道
局
次
長
）
宇
佐
美
修

郎
▽
財
務
局
長
（
教
育
委
員
会

総
務
部
長
）
安
富
保

【
教
育
委
員
会
】
教
育
次
長

（
行
政
部
長
）
山
本
修

【
水
道
局
】
水
道
局
次
長
（
下

水
道
管
理
部
長
）
竹
中
春
夫

【
退
職
】
進
木
伸
次
郎
（
財

務
局
長
）
▽
藤
田
忠
穂
（
教
育

次
長
）

教
育
委
員
会
は
、１０
月
１
日
、

田
中
良
美
教
育
委
員
長
の
後
任

に
尾
崎
八
郎
教
育
委
員
を
選
び

ま
し
た
。
任
期
は
平
成
１５
年
９

月
３０
日
ま
で
で
す
。

市
は
、
市
営
住
宅
（
一
般

向
け
と
被
災
者
向
け
）
の
入

居
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間
は
、
１０
月
２９
日

か
ら
１１
月
１２
日
ま
で
で
す
。

募
集
戸
数
・
応
募
要
領
な
ど

詳
細
は
本
紙
１０
月
２５
日
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
は
西
宮
市
都
市
整

備
公
社
入
居
管
理
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
７
１
８
）へ
。

９
月
定
例
市
議
会
は
、
平
成

１４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
案

な
ど
議
案
２０
件
を
可
決
す
る
な

ど
し
て
、
９
月
２６
日
に
閉
会
し

ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
９
月
３０

日
で
任
期
満
了
と
な
っ
た
田
中

良
美
教
育
委
員
の
後
任
に
井
ノ

元
由
紀
子
西
宮
市
家
庭
教
育
振

興
市
民
会
議
議
長
の
任
命
、
９

月
３０
日
で
任
期
満
了
と
な
っ
た

細
木
桂
人
権
擁
護
委
員
の
候
補

者
推
薦
（
再
任
）
に
同
意
し
ま

し
た
。

一
般
質
問
の
内
容
な
ど
詳
細

は
１１
月
６
日
の
日
刊
６
紙
（
朝

日
、
神
戸
、
産
経
、
日
本
経
済
、

毎
日
、
読
売
）
の
朝
刊
に
折
り

込
ま
れ
る
「
西
宮
市
議
会
だ
よ

り
」
に
掲
載
し
ま
す
。
こ
の
６

紙
を
購
読
し
て
い
な
い
家
庭
は
、

議
会
事
務
局
（
０
７
９
８
・
３

５
・
３
３
７
７
）へ
ご
連
絡
を
。

な
お
、１２
月
定
例
市
議
会
は
、

１２
月
２
日
か
ら
２４
日
ま
で
の
日

程
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
（
事

情
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）。

市は、税負担の公平化を

図るため、１０月１０日から、

平成１４年度個人市県民税未

申告者の実態調査を行いま

す。該当者には申告書を送

付しますので、必要事項を

記入のうえ、１１月５日まで

に同封の返信用封筒で郵送

してください。

問合せは市民税課（０７９８
・３５・３２１３）へ。

必ず納期限まで

に納付を�納付は
便利な口座振替で

�問合せ先…課税
については市民税

課（０７９８・３５・
３２１４）へ、納税に
ついては納税課

（０７９８・３５・３２７５）へ

◆
市
か
ら

１０
月
１０
日
は
「
目
の
愛
護
デ

ー
」
で
す
。
今
年
度
の
標
語
は

「
瞳
い
き
い
き
、明
る
い
世
界
。」

で
す
。
次
の
こ
と
に
努
め
ま
し

ょ
う
。
問
合
せ
は
健
康
増
進
課

（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６
７

５
）
へ
。

★
視
力
障
害
の
予
防
・
健
常

視
力
の
保
持

★
感
染
症
眼
疾
患
の
予
防
・

早
期
治
療

★
生
活
習
慣
病
に
よ
る
眼
疾

患
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療

違
反
建
築
防
止
週
間

家
や
建
物
を
新
築
、
増
・
改

築
し
た
り
、
用
途
変
更
等
を
す

る
と
き
は
、
建
築
基
準
法
令
に

適
合
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

建
築
行
為
が
建
築
基
準
法
令

に
違
反
す
れ
ば
、
良
好
な
都
市

環
境
形
成
に
支
障
と
な
る
だ
け

で
な
く
、
建
物
の
利
用
者
の
生

命
、
財
産
に
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、

建
築
行
為
を
行
う
と
き
に
は
、

事
前
に
建
築
士
な
ど
の
専
門
家

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

１０
月
１１
日
か
ら
１７
日
ま
で
は

「
違
反
建
築
防
止
週
間
」で
す
。

こ
の
期
間
、
一
斉
公
開
建
築
パ

ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ
は
市
建
築
審
査
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
７
０
３
）

へ
。市

は
、
本
庁
舎
・
東
館
・
南

館
、
教
育
委
員
会
庁
舎
に
お
い

て
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証

を
受
け
た
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
平
成
１３
年
度
実
績

報
告
を
作
成
し
ま
し
た
。
グ
リ

ー
ン
購
入
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

推
進
、廃
棄
物
の
減
量
化
な
ど
、

環
境
に
配
慮
し
た
活
動
内
容
に

つ
い
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。

希
望
者
に
は
環
境
保
全
課（
市

役
所
本
庁
舎
８
階
�
０
７
９
８

・
３
５
・
３
４
７
９
）
で
無
料

配
布
す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
１
面
題

字
横
参
照
）
の
「
西
宮
の
環
境
」

で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

排
水
設
備
工
事
指
定

業
者
の
指
定
取
消
し

西
宮
市
公
共
下
水
道
排
水
設

備
工
事
指
定
業
者
・
上
藤
設
備

工
業
及
び
信
和
水
道
工
業
所
の

指
定
を
、
９
月
１０
日
付
け
で
取

り
消
し
ま
し
た
。
問
合
せ
は
下

水
業
務
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
６
４
９
）
へ
。

◆
官
公
署
か
ら

フ
ィ
リ
ピ
ン

慰
霊
巡
拝
を
実
施

フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
慰
霊
巡
拝

を
実
施
し
ま
す
。
費
用
な
ど
問

合
せ
は
県
援
護
室
（
０
７
８
・

３
４
１
・
７
７
１
１
）
へ
。

★
期
間

来
年
１
月
２３
日
〜

３１
日

★
対
象

該
当
地
域
で

の
戦
没
者
の
遺
族
。
原
則
と
し

て
７５
歳
以
下
な
ど
条
件
あ
り

★
申
込

１０
月
１８
日
ま
で
。
申

込
書
は
市
健
康
福
祉
計
画
課

（
市
役
所
本
庁
舎
７
階
）
な
ど

に
あ
り◆

そ
の
他

１０
月
は
「
高
年
齢
者
雇
用
促

進
月
間
」
で
す
。
同
月
間
期
間

中
の
１０
月
２３
日
に
尼
崎
市
中
小

企
業
セ
ン
タ
ー
で
、「
阪
神
地
域

中
高
年
齢
者
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
就

職
面
接
相
談
会
」
が
開
か
れ
ま

す
。
受
付
時
間
は
午
後
１
時
１５

分
か
ら
３
時
ま
で
。
対
象
は
お

お
む
ね
４５
歳
以
上
。
問
合
せ
は

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
西
宮
（
０
７
９

８
・
７
５
・
６
７
１
１
）
へ
。

労
働
保
険
適
用
促
進
月
間

１０
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促

進
月
間
」
で
す
。
事
業
主
の
皆

さ
ん
、
雇
用
保
険
・
労
災
保
険

に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。
問
合
せ

は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
西
宮
（
０
７

９
８
・
７
５
・
６
７
１
２
）へ
。

青
年
海
外
協
力
隊
・
シ
ニ
ア

海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

青
年
海
外
協
力
隊
（
対
象
は

２０
歳
〜
３９
歳
）
と
シ
ニ
ア
海
外

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
４０
歳
〜
６９
歳
）

を
募
集
し
ま
す
。

資
料
請
求
・
問
合
せ
は
国
際

協
力
事
業
団
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
兵

庫
国
際
セ
ン
タ
ー
（
０
７
８
・

２
６
１
・
０
３
５
２
）
へ
。

※
１０
月
１５
・
１９
・
２３
・
２７
・

２８
日
、
１１
月
１
・
６
日
に
神
戸

国
際
会
館
（
神
戸
市
）
な
ど
で

説
明
会
を
実
施

１０
月
３０
日
に
甲
子
園
浜
で
、

「
総
合
防
災
訓
練
」
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
同
訓
練
に
参
加
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

内
容
は
配
ぜ
ん
な
ど
の
軽
作

業
。
経
験
の
有
無
や
年
齢
な
ど

は
不
問
。
申
込
は
１０
月
２５
日
ま

で
に
日
本
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
０
７
９

８
・
３
６
・
９
９
０
０
）
へ
。

自
立
生
活

プ
ロ
グ
ラ
ム
講
座

西
宮
市
障
害
者
生
活
支
援
事

業
「
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
・
西
宮
」

は
、
地
域
で
自
分
ら
し
く
生
活

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
障
害
者

を
対
象
に
、「
自
立
生
活
プ
ロ
グ

ラ
ム
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。

問
合
せ
は
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
・
西

宮
（
０
７
９
８
・
３
４
・
４
６

０
９
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
９
８
・
３
４

・
４
６
０
４
）
へ
。

【
日
程
】
１１
月
６
日
〜
来
年

１
月
２２
日
の
水
曜
（
９
回
）
午

後
１
時
か
ら

【
定
員
】
１０
人

い
い
歯
の
日
・

健
康
フ
ェ
ス
タ
西
宮

西
宮
市
歯
科
医
師
会
は
、
１１

月
１０
日
に
「
い
い
歯
の
日
・
健

康
フ
ェ
ス
タ
西
宮
〜
口
か
ら
始

ま
る
健
康
づ
く
り
」
を
開
催
し

ま
す
。
参
加
費
無
料
。
参
加
者

に
は
記
念
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

【
会
場
・
内
容
な
ど
】
ア
ク

タ
西
宮
西
館
５
階
…
午
前
１０
時

半
〜
午
後
４
時
に
歯
の
健
診
と

相
談
、
フ
ッ
素
塗
布
な
ど
▽
ア

ク
タ
西
宮
東
館
６
階
…
午
後
１

時
か
ら
講
演
会
「
運
動
と
健
康

〜
知
ろ
う
歩
こ
う
感
じ
よ
う
」

（
講
師
は
京
都
大
学
助
教
授
・

小
田
伸
午
さ
ん
）

【
申
込
】
フ
ッ
素
塗
布
（
定

員
２
０
０
人
）、
講
演
会（
１
２

０
人
）
の
み
要
申
込
。
申
込
は

１０
月
１５
日
か
ら
同
会
（
０
７
９

８
・
３
８
・
６
９
１
６
）
へ
。

先
着
順

老人保健法医療の法改正後の一部負担金の割合・限度額等
一 部 負 担 金 （月 額）

入院・世帯負担限度額

７万２３００円＋（医療費―３６万
１５００円）×１％ ※注

４万２００円

２万４６００円

１万５０００円

※過去１年間で４回目以降は４万２００円

個人外来限度額

４万２００円

１万２０００円

８０００円

８０００円

割合

２割

１割

１割

１割

区分

一定以上
所得者

一般

低所得�
低所得�

老老人人保保健健・・老老人人医医療療

１１００月月かからら変変わわりりままししたた市の特別職

９月市議会閉会

助
役
に
藤
田
忠
穂
氏

収
入
役
に
進
木
伸
次
郎
氏

詳細は１１月６日の
「議会だより」に

人
事
異
動

（第３期分）

納期限 １０月３１日

市県民税
普通徴収

藤田忠穂
助役

平瀬和彦
水道事業管理者

進木伸次郎
収入役

市営住宅の
入居者を募集
詳しくは次号で

新
教
育
委
員
長
に
尾
崎
八
郎
氏

尾崎八郎
教育委員長

（２）平成１４年（２００２年）１０月１０日


